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「
戦
後
75
年
」
が
経
過
し
た
が
今
も
、
朝
鮮
半

島
か
ら
動
員
さ
れ
、
連
合
国
側
の
捕
虜
の
監
視
に

当
た
っ
た
元
俘
虜
監
視
員
（
軍
属
）
で
、
戦
後
連

合
国
の
軍
事
法
廷
で
捕
虜
虐
待
の
罪
に
問
わ
れ
て

Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
と
し
て
裁
か
れ
、
刑
に
処
せ
ら
れ
た

当
事
者
と
遺
族
が
、
日
本
政
府
に
謝
罪
と
補
償
を

求
め
て
運
動
を
続
け
て
い
る
。

１
９
４
１
年
12
月
太
平
洋
戦
争
が
始
ま
る
と
、

当
初
、
日
本
軍
の
奇
襲
作
戦
は
成
功
し
、
各
地
で

多
数
の
連
合
国
兵
士
を
捕
虜
に
す
る
（
日
本
軍
に

捕
ら
わ
れ
た
捕
虜
の
総
数
は
約
35
万
人
）。
と
こ
ろ
が
、

す
で
に
兵
務
に
就
く
日
本
人
青
年
は
不
足
し
て
い

て
、
翌
１
９
４
２
年
５
月
に
植
民
地
だ
っ
た
朝
鮮

と
台
湾
で
青
年
を
募
集
し
、捕
虜
（
当
時
は｢

俘
虜｣

）

監
視
員
と
し
て
南
方
の
タ
イ
、
ジ
ャ
ワ
、
ス
マ
ト

ラ
（
現
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
）、
マ
レ
ー
（
マ
レ
ー
シ
ア
）
に

送
り
込
ん
だ
。し
か
し
、食
糧･

医
薬
品
も
不
足
し
、

暑
さ
の
中
で
過
酷
な
労
働
を
強
い
た
た
め
に
、
多

く
の
犠
牲
が
出
た
。
と
り
わ
け
有
名
な
の
が
タ
イ

か
ら
ビ
ル
マ
に
英
国
軍
と
の
戦
闘
に
備
え
て
物
資

輸
送
の
た
め
に
急
造
さ
れ
た｢

泰た
い

緬め
ん

鉄
道｣

の
建

設
工
事
で
、
強
引
な
突
貫
工
事
に
ア
ジ
ア
人
労
働

者
20
～
30
万
人
、
連
合
国
軍
捕
虜
約
６
万
２
千
人

が
動
員
さ
れ
、
飢
餓
と
疾
病
の
た
め
、
そ
の
内
約

２
割
が
死
亡
し
た
。
戦
後
、
連
合
国
は
捕
虜
虐
待

の
責
任
を
厳
し
く
追
及
、
各
地
の
軍
事
法
廷
で
Ｂ

Ｃ
級
戦
犯
と
し
て
訴
追
さ
れ
、
所
長
以
下
多
数
が

死
刑
・
有
期
刑
に
処
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の

中
に
朝
鮮
人
・
台
湾
人
の
俘
虜
監
視
員
が
含
ま
れ

て
い
た
。
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
と
し
て
朝
鮮
人
は
23
人
が

処
刑
さ
れ
、
１
２
５
人
が
有
期
刑
。
台
湾
人
は
26

人
が
刑
死
、
１
４
７
人
が
有
期
刑
を
宣
告
さ
れ
た

（
俘
虜
監
視
員
以
外
の
軍
人･

軍
属
も
一
部
含
む
）。
一
連

の
軍
事
裁
判
が
正
当
だ
っ
た
か
、
こ
れ
ら
の
量
刑

が
妥
当
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
議
論
の
余
地
が

あ
る
が
、
１
９
５
１
年
９
月
日
本
は
サ
ン
フ
ラ
ン

シ
ス
コ
講
和
条
約
で
そ
の
判
決
を
受
け
入
れ
た
。

死
刑
は
裁
判
の
行
な
わ
れ
た
現
地
の
刑
務
所

で
執
行
さ
れ
、
講
和
条
約
調
印
に
先
駆
け
て
、

１
９
５
０
年
か
ら
各
地
の
刑
務
所
の
受
刑
者
ら
は

東
京
の
巣
鴨
刑
務
所
に
移
送
・
移
管
さ
れ
る
。
現

在
東
京
都
西
東
京
市
に
暮
ら
す
韓
国
籍
の
李イ

鶴ハ
ン

来ネ

さ
ん
も
そ
の
一
人
で
、
タ
イ
側
の｢

泰
緬
鉄
道｣

沿
線
に
あ
る
捕
虜
収
容
所
で
俘
虜
監
視
員
を
し
て

い
た
。
病
弱
の
連
合
国
捕
虜
を
数
合
わ
せ
の
た
め

無
理
に
鉄
道
建
設
作
業
に
送
り
、
虐
待
し
た
と
し

｢

戦
後
75
年｣

目
の
外
国
籍
元
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
者
問
題

解
決
に
向
け
た
立
法
を
め
ぐ
る
動
き
の
現
状	

有
光
　
健

特集2
敗戦75年
―戦争の記憶継承と
　　　　戦後責任を問う　

「同進会」会長・李
イ

鶴
ハン

来
ネ

さん（手前）と有光健さん（奥）
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特
数
２　
敗
戦
75
年
︱
戦
争
の
記
憶
継
承
と
戦
後
責
任
を
問
う

て
、
１
９
４
７
年
３
月
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
軍
事

法
廷
で
死
刑
を
宣
告
さ
れ
る
。
死
刑
房
で
絞
首
刑

台
に
向
か
う
仲
間
を
何
人
も
見
送
る
が
、
自
身
は

８
ヵ
月
後
に
20
年
に
減
刑
さ
れ
、
１
９
５
１
年
８

月
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
か
ら
東
京･

巣
鴨
刑
務
所
に

移
送
さ
れ
た
。

１
９
５
２
年
４
月
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和

条
約
発
効
と
同
時
に
在
日
朝
鮮
人
は
日
本
国
籍
を

喪
失
す
る
。
す
で
に
大
韓
民
国
は
１
９
４
８
年
８

月
に
、
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
は
翌
９
月
に

独
立
し
て
い
た
が
、
李
さ
ん
ら
は
一
方
的
に
日
本

国
籍
を
取
り
消
さ
れ
、「
第
三
国
人
」
に
さ
れ
た
。

こ
の
時
点
で
、
日
本
人
で
な
く
な
っ
た
の
だ
か

ら
、
日
本
国
民
と
し
て
戦
争
責
任
を
負
う
責
務
は

な
く
、
李
さ
ん
ら
は
釈
放
さ
れ
る
べ
き
だ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
ま
ま
収
監
さ
れ
、
李
さ
ん
ら
は
人

身
保
護
法
に
基
づ
く
保
釈
請
求
裁
判
を
起
こ
す

が
、
最
高
裁
で
請
求
は
却
下
さ
れ
る
。
李
さ
ん
自

身
が
仮
釈
放
を
認
め
ら
れ
た
の
は
、
そ
の
４
年
後

１
９
５
６
年
10
月
だ
っ
た
。　

軍
属
と
し
て
の
軍
隊
生
活
が
３
年
、
そ
の
後
の

刑
務
所
生
活
は
11
年
に
及
ん
だ
。

李
鶴
来
さ
ん
ら
が
罪
に
問
わ
れ
た
捕
虜
虐
待

は
、
日
本
軍
の
政
策･

指
令
に
基
づ
く
結
果
で
、

捕
虜
の
権
利
を
規
定
し
た
国
際
人
道
法
の
ジ
ュ

ネ
ー
ブ
条
約
も
教
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
か

ら
、
死
刑
や
20
年
の
刑
に
値
す
る
と
は
現
在
で
は

到
底
考
え
ら
れ
な
い
が
、
李
さ
ん
ら
は
今
、
軍
事

裁
判
の
判
決
の
変
更
を
求
め
て
い
る
訳
で
は
な

い
。
日
本
が
犯
し
た
戦
争
責
任
を
植
民
地
出
身
の

自
分
た
ち
が
肩
代
わ
り
さ
せ
ら
れ
て
い
る
事
実
を

日
本
政
府
が
認
め
、
名
誉
回
復
を
含
む
相
応
の
措

置
を
取
る
よ
う
求
め
て
運
動
を
続
け
て
い
る
。

65
年
前
の
１
９
５
５
年
４
月
に
巣
鴨
刑
務
所
内

で
、「
同
進
会
」を
結
成
し
、早
期
釈
放
・
生
活
保
障
・

刑
死
者
の
遺
骨
送
還
等
を
求
め
る
運
動
を
台
湾
出

身
の
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
者
ら
と
と
も
に
行
な
っ
て
き

た
。
歴
代
首
相
に
要
請
書
を
提
出
、
デ
モ
、
首
相

官
邸
前
で
の
座
り
込
み
な
ど
を
行
な
い
、
当
初
は

鳩
山
一
郎
首
相
も
面
談
に
応
じ
て
い
た
。
と
こ
ろ

が
、
１
９
６
５
年
６
月
に
日
韓
基
本
条
約
・
請
求

権
協
定
が
調
印
さ
れ
る
と
、
日
本
政
府
は
「
完
全

か
つ
最
終
的
に
解
決
済
み
」
を
主
張
し
て
、
そ
の

後
対
応
を
拒
否
す
る
。
他
方
、
韓
国
政
府
は
こ
の

問
題
を
解
決
済
み
と
は
認
識
せ
ず
、
２
０
０
６
年

に
韓
国
政
府
が
全
面
公
開
し
た
日
韓
会
談
議
事
録

で
も
、１
９
５
２
年
の
日
韓
会
談
の
予
備
会
談
（
第

29
回
）
で
日
本
側
か
ら
先
送
り
を
提
案
し
、
棚
上

げ
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、

政
府
間
交
渉
で
の
未
決
着
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

韓
国
で
は
、
旧
日
本
軍
の
軍
人･
軍
属
で
あ
っ

た
と
い
う
だ
け
で
、｢

親
日
派｣
と
み
ら
れ
、「
戦

犯
」
と
い
う
さ
ら
に
重
い
汚
名
を
着
せ
ら
れ
た
当

事
者
、
家
族
は
深
刻
な
社
会
的
偏
見
と
差
別
に
さ

ら
さ
れ
、
自
殺
者
ま
で
出
て
い
る
。
李
鶴
来
さ
ん

ら
釈
放
さ
れ
た
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
者
の
多
く
が
、
祖
国

韓
国
・
朝
鮮
に
帰
れ
ず
、
日
本
で
暮
ら
す
こ
と
に

な
る
。
日
本
国
籍
の
元
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
は
、
恩
給
な

ど
の
援
護
措
置
を
受
け
、
遺
族
に
も
遺
族
年
金
が

支
払
わ
れ
た
が
、
外
国
籍
は
排
除
さ
れ
、
わ
ず
か

な
出
所
手
当
が
支
給
さ
れ
た
だ
け
だ
っ
た
。
就
職

も
難
し
い
の
で
タ
ク
シ
ー
会
社
を
起
こ
す
際
の
便

宜
は
政
府
に
よ
っ
て
図
ら
れ
た
が
、
処
遇
に
お
け

る
差
別
は
明
ら
か
だ
っ
た
。
そ
こ
で
、
１
９
９
１

年
３
月
に
国
家
補
償
を
求
め
て
裁
判
を
始
め
る

が
、
１
９
９
９
年
12
月
に
最
高
裁
で
請
求
は
棄
却

さ
れ
る
。
た
だ
し
、
一
審
東
京
地
裁
、
二
審
東
京

高
裁
、
最
高
裁
と
も
に
、
被
害
事
実
を
認
定
し
、

李
さ
ん
ら
原
告
の
境
遇
に
同
情
し
、
立
法
で
の
解

決
を
促
し
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、
２
０
０
０
年
か
ら
立
法
運
動

が
進
め
ら
れ
、２
０
０
８
年
５
月
に
民
主
党
が「
特

定
連
合
国
裁
判
被
拘
禁
者
特
別
給
付
金
支
給
法

案
」
を
衆
議
院
に
提
出
す
る
が
、
２
０
０
９
年
に

審
議
未
了
で
廃
案
と
な
る
。
民
主
党
政
権
下
で
の

法
案
可
決
が
期
待
さ
れ
た
が
、
実
現
せ
ず
、
再
度

の
政
権
交
代
で
立
法
解
決
は
難
し
く
な
っ
た
と
み

ら
れ
た
。
し
か
し
、
韓
国
側
の
韓
日
議
員
連
盟
か

ら
の
働
き
か
け
も
あ
り
、
２
０
１
６
年
に
超
党
派

の
日
韓
議
員
連
盟
が
民
主
党
案
を
引
き
継
ぐ
立
法

案
提
出
で
合
意
す
る
。
そ
れ
か
ら
４
年
、
こ
の
間

さ
ら
に
足
踏
み
が
続
い
て
い
る
。
今
春
、
同
進
会

は
結
成
65
年
を
数
え
、
生
存
す
る
朝
鮮
・
韓
国
人

元
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
は
、
日
本
で
は
95
歳
の
同
進
会
会
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特
数
２　
敗
戦
75
年
︱
戦
争
の
記
憶
継
承
と
戦
後
責
任
を
問
う

長
の
李
鶴
来
さ
ん
唯
一
人
に
な
っ
た
。

分
か
り
に
く
い
名
称
だ
が
、｢

特
定
連
合
国
裁

判
被
拘
禁
者
特
別
給
付
金
支
給
法
案｣

の
対
象
は
、

朝
鮮
半
島
・
台
湾
出
身
の
元
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
と
そ
の

遺
族
、
併
せ
て
３
２
１
人
で
、
特
別
給
付
金
の
額

は
２
６
０
万
円
。　

長
年
日
本
政
府
の
謝
罪
と
補
償
を
求
め
て
き
た

立
場
か
ら
す
る
と
上
記
法
案
は
必
ず
し
も
満
足
で

き
る
も
の
で
は
な
い
が
、
日
本
の
政
治
状
況
を
考

え
る
と
、
与
党
側
の
賛
同
も
得
ら
れ
る
ぎ
り
ぎ
り

の
案
と
し
て
李
鶴
来
さ
ん
ら
当
事
者
も
納
得
・
了

承
し
、
早
期
の
法
案
提
出
・
成
立
を
求
め
て
い
る
。

日
韓
関
係
が
、「
徴
用
工
」「
慰
安
婦
」
問
題
な

ど
で
紛
糾
し
、
膠
着
状
態
が
続
い
て
い
る
中
で
、

法
案
提
出
を
主
導
す
る
日
韓
議
連
も
与
党
と
り
わ

け
自
民
党
と
政
府
側
の
了
解
取
り
付
け
に
苦
戦
し

て
い
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
今
年
は｢

戦
後
75
年
」

「
同
進
会
結
成
65
年
」
で
通
常
国
会
へ
の
法
案
提

出
が
期
待
さ
れ
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
で
働
き
か
け

も
封
じ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
外
出
自
粛
が
少
し
緩

和
さ
れ
た
の
に
伴
い
、
６
月
の
通
常
国
会
終
盤
と

８
月
に
2
度
議
員
会
館
で
記
者
会
見
を
行
な
い
、

さ
ら
に
李
鶴
来
さ
ん
も
Ｎ
Ｈ
Ｋ
や
各
メ
デ
ィ
ア
に

登
場
し
て
早
期
の
問
題
解
決
を
強
く
訴
え
た
。

「
戦
後
75
年
」の
秋
、突
然
安
倍
政
権
が
終
わ
り
、

新
た
に
菅
政
権
が
発
足
し
た
が
、
与
党
内
に
も
理

解
者
・
支
持
者
を
増
や
し
て
法
案
を
成
立
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
運
動
は
お
そ
ら
く
最

後
の
正
念
場
を
迎
え
て
い
る
。

（
あ
り
み
つ
・
け
ん
／「
同
進
会
」を
応
援
す
る
会
世
話
人
）

加
害
の
国
の
民
の
責
任
を
考
え
る

―
「
女
性
国
際
戦
犯
法
廷
」か
ら
20
年	
渡
辺
美
奈

日
本
の
敗
戦
か
ら
75
年
と
な
る
今
年
の
夏
、
コ

ロ
ナ
禍
で
は
あ
り
な
が
ら
も
、
新
聞
や
テ
レ
ビ
で

は
例
年
ど
お
り
、
戦
争
に
関
す
る
特
集
が
組
ま
れ

た
。
よ
く
で
き
た
番
組
も
あ
っ
た
も
の
の
、「
い

つ
か
ら
日
本
は
被
害
国
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の

か
」
と
い
う
印
象
は
さ
ら
に
強
ま
り
、
日
本
の
侵

略
戦
争
と
植
民
地
支
配
の
実
態
、
加
害
責
任
を
伝

え
る
仕
事
は
、
年
々
重
要
度
を
増
す
感
が
あ
る
。

政
府
の
全
国
戦
没
者
追
悼
式
で
は
、
数
と
し
て

さ
え
言
及
さ
れ
な
い
ア
ジ
ア
の
死
者
た
ち
が
お

り
、
勝
手
に
「
英
霊
」
と
し
て
合
祀
さ
れ
、
い
ま

だ
靖
国
に
囚
わ
れ
て
い
る
朝
鮮
や
台
湾
の
人
び
と

が
い
る
。
国
家
に
回
収
さ
れ
な
い
追
悼
の
あ
り
方

を
模
索
し
て
、
ア
ジ
ア
の
人
び
と
の
死
を
加
害
国

の
私
た
ち
が
ど
う
想
起
し
、
記
憶
に
と
ど
め
て
い

く
の
か
、
こ
れ
か
ら
も
ず
っ
と
問
い
続
け
、
考
え

続
け
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

「
慰
安
婦
」
被
害
者
を
悼
む

韓
国
の
金
学
順
さ
ん
が
１
９
９
１
年
に
日
本
軍

「
慰
安
婦
」
の
被
害
者
と
し
て
名
乗
り
出
た
8
月

14
日
を
「
日
本
軍
『
慰
安
婦
』
メ
モ
リ
ア
ル
デ
ー
」 アクティブ・ミュージアム「女たちの戦争と平和資料館」（wam）©wam


	



